
北部・南部粗大ごみ受入施設粗大ごみ運搬業務委託仕様書 

 

１ 委託業務 

  受注者は、この仕様書に従い、粗大ごみの運搬業務を行う。 

 

２ 委託業務の内容 

発注者の指示に従って受注者は、北部・南部粗大ごみ受入施設に搬入された粗大ごみ

を、指定搬入場所へ運搬する業務を実施すること。 

北部粗大ごみ受入施設 相模原市緑区下九沢２０８３番地１ 

南部粗大ごみ受入施設 相模原市南区麻溝台１５２４番地１ 

 

３ 指定搬入場所 

北清掃工場(相模原市緑区下九沢２０７４番地２)及び南清掃工場(相模原市南区麻溝

台１５２４番地１)。 

ただし、指定搬入場所は、発注者の指示により変更できるものとする。 

 

《粗大ごみの種類による搬入場所》 

搬出場所 

搬入場所 

可燃系 

粗大ごみ 
布団 

不燃系 

粗大ごみ 

ベッド 

マットレス 

北部粗大ごみ受入施設 北清掃工場 北清掃工場 

（粗大ごみ処理施設） 南部粗大ごみ受入施設 南清掃工場 

 

４ 業務期間 

令和７年６月１日から令和８年３月３１日まで。 

 

５ 予定数量 

（１）運搬の予定数量は、次のとおりとする。 

ア ４ｔプレスパック車 １日       延べ ３２９台  

イ ２ｔ平ボディ車(パワーゲート付) 半日 延べ  ４２台 

（２）業務日は、日曜日並びに発注者の指定した日を除いた日とする（別紙「予定表」参

照）。ただし、別に発注者が指定した場合は、この限りではない。 

（３）予定数量は、契約期間を通しての予定のため、実際の発注数量との間に差異が生じ

ることがある。 

 

６ 運搬時間 

  受注者の指定搬入場所への運搬時間は、午前８時３０分から午前１１時３０分及び午

後１時から午後４時３０分までとする。ただし、発注者の指示により変更できるものと

する。 

 

 



７ 計量     

  受注者が指定搬入場所へ粗大ごみを搬入する際、その処理施設への投入前と投入後の

車両重量をそれぞれ発注者が計量し、その計量した伝票を受注者は保管するものとする。 

 

８ 提出書類   

受注者は、毎月の業務終了後、当該月にかかる業務完了報告書を遅滞なく発注者に提

出すること。 

 

９ 環境への配慮 

（１）「相模原市環境方針」の趣旨を踏まえ、業務を行なうこと。 

（２）発注者への提出書類及び添付資料については、原則として再生紙を使用すること。 

（３）使用車両については、アイドリングストップの実施を徹底すること。 

（４）業務実施に伴って発生するごみの減量化・資源化及び適正処理を図ること。 

 

 

１０ その他 

本仕様書に疑義が生じたとき、または明記されていない事項については、発注者

と受注者が協議のうえ決定するものとする。 

 

以 上  

 


